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札幌市税条例の一部を改正する条例 

札幌市税条例（昭和２５年条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

(1) 第２８条の５第１項中「第１４項」を「第１２項」に改める。 

(2) 第７０条の７第２項中「運転免許証」の次に「又は免許情報記録個人番号

カード（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９５条の２第４項に規

定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項及び第７５条の２において

同じ。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

 ３ 前項後段の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したとき

は、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報（道路交

通法第９５条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。第７５条の２第

３項において同じ。）を確認するために必要な措置を受けなければならない。 

(3) 第７１条第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」を「（ウ

に掲げるものを除く。）又は」に改め、同号エ中「第４６３条の１５第１項第

１号ニ」を「第４６３条の１５第１項第１号ホ」に改め、同号エを同号オと

し、同号ウ中「又は」を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ウ

を同号エとし、同号イの次に次のように加える。 

   ウ 二輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が

４．０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

(4) 第７５条の２第２項各号列記以外の部分中「運転免許証」の次に「又は免

許情報記録個人番号カード」を加え、同項第３号中「の番号、交付年月日及

び」を「又は免許情報記録（道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定す

る免許情報記録をいう。以下この号において同じ。）の番号、運転免許の年月

日、運転免許証又は免許情報記録の」に改め、同条中第３項を第４項とし、



第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、

当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するた

めに必要な措置を受けなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の第２８条の５第１項の規定は、令和７年４月１日以後に開始

する事業年度分の法人税割の課税標準について適用し、同日前に開始した事

業年度分の法人税割の課税標準については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 改正後の第７１条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽

自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 

（理 由） 

地方税法等の一部改正に伴い、法人市民税の法人税割について、課税標準に

係る特例を廃止するほか、軽自動車税の種別割について、新たに創設された原

動機付自転車の区分に係る税率を定める等のため、本案を提出する。 


